
生活援助サービスサービスコード表(令和6年6月以降)

種類 項目

A3 1001 90% 227

A3 1002 80% 227

A3 1003 70% 227

A3 1011 90% 159

A3 1012 80% 159

A3 1013 70% 159

A3 1021 90% 204

A3 1022 80% 204

A3 1023 70% 204

A3 1031 90% 143

A3 1032 80% 143

A3 1033 70% 143

A3 1101 90% 227

A3 1102 80% 227

A3 1103 70% 227

A3 1111 90% 159

A3 1112 80% 159

A3 1113 70% 159

A3 1121 90% 204

A3 1122 80% 204

A3 1123 70% 204

A3 1131 90% 143

A3 1132 80% 143

A3 1133 70% 143

A3 1301 90% 200

A3 1302 80% 200

A3 1303 70% 200

A3 1304 90% 50

A3 1305 80% 50

A3 1306 70% 50

A3 1501 90%

A3 1502 80%

A3 1503 70%

A3 1504 90%

A3 1505 80%

A3 1506 70%

A3 1507 90%

A3 1508 80%

A3 1509 70%

A3 1510 90%

A3 1511 80%

A3 1512 70%

A3 1513 90%

A3 1514 80%

A3 1515 70%

A3 1516 90%

A3 1517 80%

A3 1518 70%

A3 1519 90%

A3 1520 80%

A3 1521 70%

A3 1522 90%

A3 1523 80%

A3 1524 70%

A3 1525 90%

A3 1526 80%

A3 1527 70%

A3 1528 90%

A3 1529 80%

A3 1530 70%

A3 1531 90%

A3 1532 80%

A3 1533 70%

A3 1534 90%

A3 1535 80%

A3 1536 70%

A3 1537 90%

A3 1538 80%

A3 1539 70%

A3 1540 90%

A3 1541 80%

A3 1542 70%

A3 1543 90%

A3 1544 80%

A3 1545 70%

A3 1546 90%

A3 1547 80%

A3 1548 70%

A3 1549 90%

A3 1550 80%

A3 1551 70%

A3 1552 90%

A3 1553 80%

A3 1554 70%

A3 1601 90%

A3 1602 80%

A3 1603 70%

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１４)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１１)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１２)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(８)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(９)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１０)

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１４)

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(９) 所定単位の 142 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１０) 所定単位の 139 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１１) 所定単位の 121 / 1000 　加算

所定単位の 118 / 1000 　加算介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１２)

生活援助サービス
高齢者虐待防止措置未実
施　減算

 へ　高齢者虐待防止措置未実施
　　　減算

所定単位の1%　減算
1月に
つき

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(５)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(６)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(７)

ホ　介護職員処遇改善加算
　　※令和7年3月31日までの間

1月に
つき

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(４)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(２)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(３)

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(２) 所定単位の 208 / 1000 　加算

所定単位の 200 / 1000 　加算介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(３)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１３)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅴ(１)

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅲ

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位の 182 / 1000　 加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位の 145 / 1000　 加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１) 所定単位の 221 / 1000 　加算

1月に
つき

生活援助サービス
口腔連携強化加算

 二　口腔連携強化加算 50単位　加算 50
1月に
つき

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅳ

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅰ

生活援助サービス
処遇改善加算Ⅱ

ホ　介護職員等処遇改善加算
1月に
つき

算定
単位

生活援助サービスⅠ

イ　生活援助サービス（Ⅰ）
事業対象者・要支援1（週1回程度）　　227単位
※月5回を上限とする

227

1回に
つき

生活援助サービスⅠ
・初任

一定の研修修了者により行われる場合
×70％

生活援助サービスⅡ

ロ　生活援助サービス（Ⅱ）
事業対象者・要支援2（週2回程度）　　227単位
※月10回を上限とする

227

生活援助サービスⅡ
・初任

一定の研修修了者により行われる場合
×70％

159

生活援助サービスⅡ
・同一

事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　×90％

204

生活援助サービスⅡ
・初任・同一

一定の研修修了者により行われる場合
×70％
事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　×90％

143

単位数
サービスコード

サービス内容略称 算　　定　　項　　目
合成

単位数
給付率

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位の 245 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位の 224 / 1000 　加算

159

生活援助サービスⅠ
・同一

事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　×90％

204

生活援助サービスⅠ
・初任・同一

一定の研修修了者により行われる場合
×70％
事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合　×90％

143

生活援助サービス
初回加算

 ハ　初回加算 200単位　加算 200

所定単位の 100 / 1000 　加算

所定単位の 76 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(４) 所定単位の 187 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(５) 所定単位の 184 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(６) 所定単位の 163 / 1000 　加算

所定単位の 163 / 1000 　加算介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(７)

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(８) 所定単位の 158 / 1000 　加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）(１３)


